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本発表の流れ

• ０：日本財政の現状

• １：国と地方の役割分担、財政分担

• ２．地方財政の健全性は？

• ３．地方財政健全化の背景

• ４．地方財政に残る課題

• ５．改善に向けて：改善策は？

• ６：特別編：関西・大阪のための改革とは？

<大阪都構想はどのように寄与する？＞



０．日本財政の現状
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日本の経済成長
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日本の将来人口



日本の財政
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日本の借金
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歳出増加要因
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１．国と地方の役割分担、財政分担



国と地方の役割分担



国と地方の財政分担



地方自治体の会計



知識１

出所：都庁ホームページ



知識2 一般会計と特別会計

• 自治体には、教育や福祉、土木など基本的な行政運営の経費を
まかなう一般会計と、公共料金や利用料など独自の収入がある特
別会計という、二つの「財布」がある。

• 特別会計が担うのは、公立病院や下水道、国民健康保険などの
事業。これらの事業運営で歳入が不足などした場合、自治体は一
般会計から特別会計へ資金を融通している。一般会計から見て
「繰り出し金」、特別会計から見て「繰入金」と呼ぶ。

• これとは別に決算統計上の考え方として、一般会計に一部の特別
会計を合計したものを「普通会計」、ほとんどの特別会計を「公営
事業会計」と呼ぶこともある。

• 一般会計と特別会計の間の金のやりとりで大きな問題になったの
が06年6月に財政破綻(はたん)を発表した北海道夕張市。両会計
の間で貸し付けと返還を繰り返すというやり方で帳尻を合わせる
などして、巨額の赤字を見えにくくしたと指摘される。これらの教訓
を踏まえ、国は一般会計と特別会計を連結決算の考え方でチェッ
クする地方自治体財政健全化法を制定した。

出所：朝日新聞解説



知識3 一部事務組合と広域連合

一部事務組合
• 地方自治法に基づき、普通地方公共団体(都道府県、市町村)や特別区が、

事務の一部を共同で処理するために設ける特別地方公共団体。都道府
県の加入する組合は総務大臣、その他は都道府県知事の許可を得て設
立する。

広域連合

複数の地方自治体にまたがる広範囲な業務を担うため、関係自治体でつくる
特別地方公共団体。１９９４年の地方自治法改正で誕生した。消防やゴミ処理
を担うことが多い一部事務組合と異なり、政府や都道府県に事務権限の移管
を求めることができ、地方分権を進める役割もある。

関西広域連合
大阪・京都・滋賀・兵庫・和歌山・鳥取・徳島の7府県が参加する広域行政組
織。平成22年（2010）12月発足。都道府県レベルでは初の広域連合。防災、
観光・文化、医療、産業振興、環境など7分野の業務に共同で取り組み、将来
的には政府の出先機関から権限の移管を目指す。初代連合長には兵庫県知
事井戸敏三が就任。

出所：朝日新聞解説ほか



知識4 第三セクターと地方公社

第三セクター

国や地方公共団体（第一セクター）と民間企業（第
二セクター）の共同出資によって設立される事業体。
地域開発など、民間の資金・能力の導入によって
官民共同で行おうとするもの。三セク。

地方公社

地方自治体が全額出資して設立した、土地開発公
社・地方住宅供給公社・地方道路公社の三法人。

出所：朝日新聞解説





２．地方財政の健全性は？



地方財政の健全性の判断資料

• 夕張問題(平成19年3月）を受けて、より強力な
ガバナンス制度が要請され平成20年度決算か
ら導入

• フローとストックの両面から、財政状況を捉える

• １）収支

• ２）連結収支

• ３）フローから見る債務返済の実態

• ４）ストック面から将来債務を把握









地方財政の現状判断
• １）判断基準について

出所：石川(2013)



健全化しつつある地方財政

出所：石川(2013)



地方財政の借入金残高(安定）

出所：総務省資料



３．地方財政健全化の背景



健全化の背景

• １：国による手厚い財源保障

＝＞裁量的交付税措置(リーマンショック対
応）：①別枠加算、②歳出特別枠）

• ２：健全化指標によるガバナンス効果：歳出
抑制（病院特例債の分析事例）

＝＞社会保障費の拡大を、人件費および建設
公債発行抑制で調整。

・ ３：将来リスク処理の先延ばし



参考：地方財政計画（H25)



１：国による手厚い財源保障
（①別枠加算、②歳出特別枠）

出所：財務省資料より





２：健全化指標によるガバナンス効果

• 事例１：健全化指標を意識して、地方債償還
(地方債積立）を実施（石川・赤井(2013a）参照）

• 事例２：病院の健全化を計画的に進めるため
に特例的に2008度のみに発行された病院特
例債が、 （債務が残っていれば健全化指標
に反映される） 7年後に向けて、着実に償還

されていることを確認（石川・赤井(2013b）参照）



４．地方財政に残る課題



健全化の結果としてのひずみ

• ０：国の赤字公債の拡大

• １：将来につながらない赤字地方債（臨時財政対策債）
の大幅発行と、100%交付税措置のマジック：（臨時財
政対策債は負担は無いという幻想）(石川・赤井(2013a)参
照）(次頁に詳細）

＝＞（現在の高齢世代への支出へのシフト、将来世代へ
の負担のつけまわし）
• ２：人件費抑制による、労働インセンティブの悪化

• ３：建設公債発行抑制による、インフラ維持更新不足の
危険

• ４：将来リスク処理（債務の顕在化）の先延ばしを促す
可能性
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臨時財政対策債
の記事

参考



地方財政の借入金残高(変化あり）

出所：総務省資料

臨時財政対策債
(将来世代の負担

のみ）

建設地方債
(将来世代の負担

にはなるが便益も
生み出す）



臨時財政対策債と他の地方債の発行額(各年度フロー）

出所）総務省「都道府県決算状況調」「市町村決算状況調」
「地方財政統計年報」(各年度版)をもとに筆者作成
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市町村・臨時財政対策債
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20120519日経
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参考



臨時財政対策債膨張の構造

B：臨時財政対策債
発行可能額

D：普通交付税額G：基準財政
収入額

A：過年度臨時財政対策債の元利償還金相当額

C：振替後基準財政需要額（＝G+D）

振
替
前
基
準

財
政
需
要
額
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（注）Eは、基準財政需要額に算入される過年度臨時財政対策債の元利償還金のうち、
新たに割り当てられる臨時財政対策債発行可能額によって賄われる部分

（資料）筆者作成

参考



臨時財政対策債の特殊性

公債費

13.1兆円

給与関係経費
19.7兆円

一般行政経費
31.8兆円

投資的経費

10.7兆円 地方債（右記臨財債除く）

7.5兆円

歳出歳入
ギャップ
20.7兆円

地方税・
地方譲与税
36.4兆円

国庫支出金
11.8兆円

歳出
81.9兆円

歳入
81.9兆円

その他 1.7兆円

その他
5.4兆円

歳出特別枠1.5兆円

交付税
法定率分（注）

10.8兆円

法定加算等1.6兆円

最終的な
ギャップ

（折半対象
財源不足）
7.2兆円

（注）精算減を含む

交付税

一般会計

特例加算

3.6兆円

臨時財政
対策債
3.6兆円

＝地方交付税総額 17.1兆円

所得税収及び酒税収の32％
法人税収の34％
消費税収の29.5％
たばこ税収の25％
の合計額

地方団体の借

金により対応

別枠加算1.0兆円

加算部分は基

本的に赤字国

債により対応

平成25年度地方財政計画

公営企業繰出金2.6兆円

地方特例交付金0.1兆円

緊急防災0.5兆円
元気づくり0.3兆円

• 臨時財政対策
債が、

① 交付税の補
完的財源であ
るという側面

② 地方自治体
固有の起債で
あるという側
面

③ 交付税であり
ながら地方全
体の財源から
返済しなけれ
ばならないと
いう側面

参考



５．改善に向けて：改善策は？



財政問題改善にむけた論点

• １：世代間格差の改善

• ２：将来につながらない赤字地方債（臨時財
政対策債）マジックの改善

• ３：将来リスクの軽減（利用価値の低下した外
郭団体の処理：第三セクター等）（後述）



短期的問題改善の方法

• ０：歳出面：地方一般財源総額の平時モードへの回帰（①
別枠加算、②歳出特別枠のカット）

• １：歳出面：国の仕組みも含めた社会保障費の効率化によ
る世代間格差の縮小

• ２：歳出面：将来世代に影響を与えない程度の適切なイン
フラ維持更新＝＞別に議論

• ３：歳出面：将来世代に影響を与えないための外郭団体の
整理(補論参照）

• ４：歳入面：現時点で赤字地方債に頼らない財政の仕組み
の構築：税収確保、税源偏在の是正

• ５：歳出入面：消費税による税収増加とその対応がカギ。＜
社会保障・税一体改革では、消費税５％引上げ分のうち、消費税（交付税法定率分）
と地方消費税の充実により1.54％分が地方の財源となる。社会保障充実と財政健全
化のバランス。＞



１（短期的）財源確保策









２： (長期的改革）
責任確立のための地方財政改革

別資料でも紹介



１．地方税、補助金、交付税による裏負担の融合による、あいまいな国と地方の役割・責任分担

２．財源保障と財政調整の融合による不透明な資金配分

無責任体質による財政の膨張、財政制度の持続可能性・予見性の欠如

現状及び帰結

厳しい財政状況を踏まえ財源保障の範囲を明確・限定化、また、簡素・透明な算定部分

（包括算定部分）を財政調整として位置づけることで、財源保障と財政調整の区分を明確

化する。

地方財政制度の抜本改革へのロードマップ

STEP1

財政調整部分を現在の交付税から明示的に分離し、その財源は、地方全体での共同負担

による財政調整のための目的税として、現在の国税をベースとする体系から、地方税（住民

税・地方消費税など）に入れ替える。(総税収・総負担は一定）

STEP2

交付税に残された財源保障部分に関して、現在のあいまいな責任体質から脱却し、責任を

持つ省庁が所管する一括交付金に再編し、透明性の下、その内容を国民が厳しく監視。
STEP3

中長期的な方向性：地方財政制度の
抜本改革案(赤井私案）

赤井伸郎(2011)より
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赤井伸郎ほか(2010b）より

STEP3現状


